
♦抽選申込書の提出

♦連続利用・申込回数

♦その他の注意事項

町田市民ホール　≪ホール≫≪ギャラリー≫抽選について

注　 意　 事　 項

♦申込受付期間

・市内の方（個人・団体）ご利用月の、13か月前の25日～12か月前の第1水曜日10：00まで

・市外の方（個人・団体）ご利用月の、12か月前の25日～11か月前の第1水曜日10：00まで

♦市内の個人・団体、市外の個人・団体

市内の個人とは、市内に在住し、在勤し、又は在学している方を言います。市内の団体とは、

市内に事務所または事業所を有する団体を言います。市外の個人・団体とは、それ以外の個

人・団体です。

１つの催物に対して1通の抽選申込書を提出してください。

複数の団体で1つの催物を行う場合も1通の申し込みになります。それぞれの団体に分かれての

複数通の申し込みは全て無効となります。

≪ホール≫

月の最大利用日数、連続利用期間は５日間です。連続する土日祝日は可能ですが、複数の週に

かかるご利用はご遠慮ください。平日のご利用は複数の週にかかっても問題ございません。

≪ギャラリー≫

最大７日間連続利用が可能となります。（火曜日始まり月曜日終わり）休館日を含む場合は、

最大６日間となります。

抽選の対象は、その月の最後の月曜日までです。1日でも翌月が含まれる場合は、翌月の抽選に

お申し込みください。

♦利用申請

当選日を含む8日以内に、当選した全ての日程に対して、町田市民ホール利用申請書をご提出・

利用料金のお支払いをいただきます。

○利用時間には、準備・片付けの時間が含まれます。

○ホール・ギャラリーに当選された方は、抽選日以降、ご利用月の7か月前まで、ご利用日と同

日・同一区分であれば優先的に会議室等を申し込むことが出来ます。

○その他ご利用に関しては、「２Fホールご利用案内」「ギャラリーご利用案内」をご確認いた

だきお申し込みください。

○申込内容に虚偽があった場合は『今後1年間の抽選への参加禁止』となります。


